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北海道教育委員会教育長

北海道立高等学校教育課程編成基準の一部改正について（通達）
北海道立高等学校教育課程編成基準（令和元年11月７日教育委員会決定）の一部を別記の

とおり改正し、令和５年（2023年）４月１日から施行しますので、取扱いに当たっては適切
に行うようにしてください。

学校教育局高校教育課高校教育指導係
学校教育局高校教育課キャリア教育指導係

別記
北海道立高等学校教育課程編成基準の一部改正について

（令和４年12月22日教育委員会決定）
北海道立高等学校教育課程編成基準（令和元年11月７日教育委員会決定）の一部を次のよ

うに改正する。
別記１の１に次の１号を加える。
(19) 未来農業科

持続的な農畜産物の生産、農畜産物の加工・流通・販売及び農業経済に関する知識
と技術を習得させ、農業経営者及び関連する産業に従事する者として必要な能力と態
度を育てる。

別記１の２中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第20号までを１号ずつ繰り
上げる。

附 則
この一部改正は、令和５年４月１日から施行する。
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